
保険医療機関及び保険薬局の皆さまへ

令和３年９月診療（調剤）分以降、
資格の変更が判明した電子レセプトの

「振替・分割」を開始します。
令和３年９月診療（調剤）分以降、電子レセプトに記録された保険者番号、被保険者
証の記号、番号、枝番及び生年月日を確認し、その結果、資格が変更となっている場合は、
レセプトを新資格の保険者に振替又は分割します。

振替
当該月の算定日等がすべて新資格に変更後であるレセプトは、
新資格の保険者へ送付します。

分割
当該月の算定日等が新旧の資格を跨ぐレセプトは、算定日等に
より新旧の保険者へ分割して送付します。

振替・分割となったレセプト等は、増減点返戻通知書等と同封する「資格確認結果連絡
書」によりお知らせします。（オンライン請求システムにて、CSVデータのダウンロードも可能）

窓口でのオンライン資格確認の実施状況に関わらず、原則、毎月10日までに受け付けた電
子レセプトを対象とします。

※保険者からの申し出によるレセプト振替・分割も令和3年11月処理から開始します。

※ 保険者からの申し出によるレセプト振替・分割の結果については、「資格確認結果連絡書（再審査）」に掲載されます。（なお、査定レセプトに対する振替・
分割の場合は、査定点数を復活させた上で振替・分割処理を行います。）



１．振替・分割の対象外レセプト
一部の振替・分割対象外レセプト※や資格を特定できないレセプトは対象外となります。
※振替・分割対象外レセプトの例
公費負担のあるレセプト、高額療養費の現物給付対象レセプト 等

３．振替・分割レセプトに対する紙添付資料の取扱い
電子レセプトと併せて紙添付資料が提出され、該当レセプトが振替・分割の対象になった場合は、本会にて振替・分割
先レセプトに添付する対応を行いますが、審査支払機関を跨いだ振替・分割（国保⇔社保）の場合は、紙添付資料を
保険医療機関等に返送します。
なお、返送となる紙添付資料は、必要に応じ本会および社会保険診療報酬支払基金静岡支部へ御提出願います。

２．振替・分割レセプトに対する請求取消依頼書の取扱い
一次審査における電子レセプトの請求取消依頼書について、該当レセプトが振替・分割の対象になった場合は、本会か
ら保険医療機関等に電話連絡の上、必要に応じて振替・分割先レセプトの返戻処理を行いますが、審査支払機関を跨
いだ振替・分割（国保⇔社保）の場合は、請求取消依頼書を保険医療機関等に返送します。
なお、変更後のレセプトについて取り下げが必要な場合は、振替・分割先となった社会保険診療報酬支払基金静岡支
部へご連絡願います。

４．振替・分割レセプトの摘要欄への変更情報（振替・分割・仮払）等の記録
振替・分割された電子レセプトには、レセプト摘要欄に以下の情報が記録されます。

５．分割レセプトにより重複エラーとなり返戻となる事例
以下の分割レセプトにより重複となる事例等、振替・分割されたレセプトの状態によっては、一部返戻となる場合があ
ります。

○ 電子資格確認の変更情報（振替・分割・仮払）を記録
○ 分割の場合のみ、「電子資格確認による分割レセプト」というコメントを記録

（レセプトの摘要欄）※「仮払」の場合
電子資格確認による変更情報
電子資格確認の結果に基づき、保険医療機関・保険薬局か
ら提出された電子レセプトの分割を要するレセプトですが
変更先保険者が不明なため、資格喪失後の請求点数を仮に
請求しています。
資格喪失前
合計点数 ： ９，９９９点
合計金額（食事療養等） ： ９，９９９円
標準負担額（食事療養等）： ９，９９９円
資格喪失後
合計点数 ： ９，９９９点
合計金額（食事療養等） ： ９，９９９円
標準負担額（食事療養等）： ９，９９９円

（レセプトの摘要欄）※「分割」の場合
電子資格確認による変更情報
電子資格確認の結果に基づき、保険医療機関・保険薬局か
ら提出された電子レセプトを分割しています。
提出時の保険者番号：９９９９９９９９
提出時の請求点数 ： ９，９９９点

電子資格確認による分割レセプト

重複発生

9月診療分
（9/1～20）
A保険者

9月診療分
（9/21～31）
B保険者

9月診療分
（9/21～31）
B保険者

9月診療分
（9/1～20）
A保険者

9月診療分
（9/1～15）
A保険者

9月診療分
（9/16～20）
B保険者

例：9/1～15がA保険者、9/16～がB保険者の被保険者の場合

9月診療分
（9/16～20）
B保険者

9月診療分
（9/21～31）
B保険者

9月診療分
（9/1～15）
A保険者

保険医療機関等

A保険者国保連合会保険医療機関等

記載要領上、
同一被保険者の
レセプトは1件で請求

オンライン
資格確認
による分割

静岡県国民健康保険団体連合会
【医科】
（入院）審査第1課
（外来）審査第2・3課

☎054-253-5540
【歯科】
審査第４課 ☎054-253-5535
【調剤】
審査調整課 ☎054-253-5541

レセプト振替・分割に係る留意事項


